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１．設置の目的 

志免町、宇美町、須恵町、粕屋町、篠栗町の消費生活に関する各種情報の収集・提供

及び消費者相談・苦情の適切な処理を実施し、消費者被害の防止・救済と消費者意識

の向上を図ることにより消費者としての自立を支援し、もって町民の安全で安心でき

る消費者生活の実現に寄与する。 

２．沿 革 

○平成 24年 6月に志免町が毎週火曜・金曜日、相談窓口を開設 

○平成 25年 4月に宇美町が毎週月曜・木曜日、相談窓口を開設 

○平成 26年 4月に須恵町が広域参加（中心市集約方式）となり、月曜・火曜・水曜 

・木曜・金曜日の実質 5日の相談窓口を開設 

○平成 27年 4月 1日、志免町地域安全安心センター2階に 

「かすや中南部広域消費生活センター」開設 

  中部：粕屋町・篠栗町 

  南部：志免町・宇美町・須恵町 

３．機構・事務分掌及び職員数 

（１）機構 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

須 恵 町  

宇 美 町 

篠栗町 産業観光課 商工観光係 

TEL:092-947-1217

志 免 町  

粕 屋 町  

篠 栗 町  

志免町 生活安全課 安全安心係 

TEL:092-935-1181 

 

宇美町 危機管理課 防災防犯係 

TEL:092-933-5500   

 

粕屋町 地域振興課 地域振興係 

TEL:092-938-0194  

須恵町 地域振興課 産業振興係 

TEL:092-932-1438  

 

かすや中南部広域消費生活センター 

『志免町地域安全安心センター』 

（１階：粕屋警察署志免交番） （2 階：消費生活センター） 

TEL:092-947-1217
TEL:092-947-1217
TEL:092-947-1217
TEL:092-947-1217
TEL:092-935-1181
TEL:092-933-5500　
TEL:092-938-0194(直通)1
TEL:092-932-1438(直通)
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①  職員数 計 8名              

  センター長 1名 消費生活相談員 6名 事務員 1名 

 

②  相談業務時間     10時から 15時 30分まで  

          

③  出張相談 

・宇美町：毎週火曜日   10時から 15時 30分まで 

 

④  各町の人口（令和 4年 3月末 現在） 

町 名 人   口(人） 

志免町 46,638 

宇美町 37,184 

須恵町 29,104 

粕屋町 48,592 

篠栗町 31,162 

計 192,680 

 

（２）事務分掌 

・消費生活にかかる相談および苦情の処理に関すること。 

・消費生活にかかる知識の普及及び情報の提供に関すること。 

・その他消費生活の安定及び向上に関すること。 

４．施設の概要 

（１）所在地  

福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目１０番１０号 

（志免町地域安全安心センター２階） 

TEL:０９２-９３６－１５９７ 

TEL:０９２-９３６－１５９４〈相談受付〉 

FAX:０９２-９３６－１６１０ 

 

 

 

2 階ロビー 
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（２）施設形態  

志免町地域安全安心センター内 

『２階：かすや中南部広域消費生活センター 』 

※1階は粕屋警察署志免交番 

 

（３）開館時間等  

開館時間       9時から 17時まで 

相談受付時間   10時から 15時 30分まで 

休館日        土曜・日曜日、祝日、 12月 29日から 1月 3日まで 

 

（４）面   積   

施設総面積    １５８．００㎡（２階センター部分） 

センター事務室            ５１．０５㎡ 

相 談 室 １              ６．１６㎡ 

相 談 室 ２             ６．０４㎡ 

会 議 室              ３１．６７㎡ 

ホ ー ル               ２１．４２㎡ 

その他（更衣室・トイレ・倉庫他）     ４１．６６㎡ 

◇配置図（志免町地域安全安心センター2 階） 

 

 

相談室 

受付カウンター 
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高度情報化の進展に伴い、パソコン・スマートフォン等の利用率が高まるとともに

インターネットを通じた消費行動が増加していましたが、新型コロナウイルス感染症

の長期的な感染拡大に伴う緊急事態宣言の発出や移動の自粛などにより、消費の支出

は一旦落ち込んだものの、通販の利用、テレワークの実施を盛り込んだ「新しい生活

様式」の提唱等もあり、インターネットを利用した消費が、全ての年齢層で増加して

います。 

 

令和３年度にかすや中南部広域消費生活センターに寄せられた相談受付件数は９６

２件で、前年度の１，０６６件に比べ１０４件（９．８％）減少しました。これは

「架空請求」の相談、新型コロナ関連の相談等が減少したためと思われます。 

月平均約８０件の相談が寄せられ、そのほとんどが契約に関する相談でした。ま

た、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和２年度は来所による相談を

休止していましたが、令和３年度は予約等による来所相談を再開し、来所件数は１４

７件で、前年度の１０８件に比べ３９件増加しました。 

 

相談内容は、「商品一般」に関する相談が最も多く、ショートメッセージ,メール等

に関するものが各世代で増加傾向にあります。身に覚えのないサイトの利用料金、そ

の他の未納料金などの架空請求の相談が幅広い年代から寄せられました。偽メールや

偽ショートメッセージは大手事業者（宅配事業者、通販事業者、携帯電話会社など）

や、金融機関を騙った「フィッシング」に関する相談が多く寄せられました。また、

偽サイトで、格安と思って購入した商品が届かないという相談や、購入した商品と違

う商品が送られてきたという相談も複数ありました。 

 

令和２年度まで相談件数が上位だった「デジタルコンテンツ」は令和３年４月から

商品・サービスの分類が一部変更され廃止となり、出会い系サイトやオンラインゲー

ム等に関する相談は「他の教養・娯楽」へ、アダルト情報サイト等に関する相談は

「娯楽等情報配信サービス」などに分類が細分化されました。 

 

SNS やインターネット上の広告をきっかけとしたインターネット通販のトラブルが

「健康食品」や「化粧品」等において多くなっています。なかでも、「お試しで無料の

商品を注文したつもりが、後日まとめて数か月分の商品が届き、高額請求を受けた」

といった、いわゆる『定期購入』によるトラブルが多く寄せられました。 
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新型コロナウイルス感染症に関連した相談では、令和２年度に比べて、マスクや結

婚式・旅行等のキャンセルに係る相談は減少しました。一方で、訪問販売が増加し、

工事・建築に関する相談や住宅のトイレや水回りの修理サービスに関する相談が増加

しましたが、これは、緊急事態宣言期間を中心とした外出自粛やテレワークによる在

宅時間の増加等が影響したと思われます。 

 

不動産貸借に関する相談は、契約や退去時の高額な修理費の請求等の原状回復費な

どに関するトラブルについての相談が多く寄せられました。 

 

相談者への助言、自主交渉では解決が難しいと思われる事例については、センター

があっせんを行いましたが、解決困難なケースもあり、センター内で月２回開催され

る法律相談で弁護士に助言を受けるなどして解決を図りました。法律相談については

７４件（令和２年度：７０件）の利用がありました。 

 

消費生活に関する情報や消費者被害防止、さらには消費生活センター相談窓口の周

知活動を合わせて実施している出前講座については、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、令和３年度においても開催を中止しました。 

 

 

近年、持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けた取組、デジタル時代の技術進歩、

人口減少と少子高齢化、価値観・ライフスタイルの多様化、さらに、自然災害の激甚

化や多発化、成年年齢の引下げなど、私たちを取り巻く社会経済環境はこれまでに増

して大きく変化しました。また、新型コロナウイルスの感染拡大は、グローバル規模

であらゆる分野へ大きな影響を及ぼしています。 

私たちの消費生活においても、インターネットを介した多様なサービスが提供され

たり、遠方に出向かなくても取引できたり、利便性が向上した一方で、SNS を介した

取引で相手が見えないことによる消費者トラブルが顕在化してきました。 

グローバルな取組である SDGs の視点から、私たちの消費活動は、人・社会・環境

に配慮した行動へ変容することを求められています。  
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１．相談件数等     

（１） 相談種別 

「苦情」は強引な勧誘や問題のある販売方法など、何らかの『消費者苦情』が発生し

ている相談、「問合せ」は買物相談や生活知識、売り手の立場での事業者からの相談な

どです。前年度に比べ 104件減少しました。新型コロナウイルスに関連する相談は 41

件ありました。 

表１ 

区 分 
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 

苦 情 1,002 94.5  1,000 93.8  910 94.6  

問合せ 58 5.5  66 6.2  52 5.4  

要 望 0 0.0  0 0.0  0 0.0  

計 1,060 100.0  1,066 100.0  962 100.0  

 

 

 

 

 

1002 1000
910

58 66
52

0 0

0

1060 1066
962

0

200

400

600

800

1000

1200

令和元年度 令和2年度 令和3年度

苦情 問合せ 要望 計

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

図 1 相談受付件数の推移 
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★ 町別相談種別内訳の推移 

表 2 

  志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他 計 

令和 

元年度 

苦 情 281 191 155 232 110 33 1,002 

問合せ 19 10 7 11 5 6 58 

計 300 201 162 243 115 39 1,060 

令和 

2年度 

苦 情 294 183 148 215 136 24 1,000 

問合せ 16 17 14 10 4 5 66 

計 310 200 162 225 140 29 1,066 

令和 

3年度 

苦 情 293 160 136 177 118 26 910 

問合せ 25 10 6 9 1 1 52 

計 318 170 142 186 119 27 962 

 

 

 

 

 

 

293

160
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118

26

25

10

6

9

1

1
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142

186

119

27

0
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250

300

350

0

50

100

150

200

250

300

350

志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他

苦情 問合せ 計

（※その他・・・5 町以外からの相談） 

図 2 町別相談種別内訳 
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（２） 相談方法  

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和 2年度は緊急事態宣言等の期

間中は来所による相談を休止していましたが、令和 3年度は予約等による来所相談を

再開し、来所件数は 147件で、令和 2年度の 108件に比べ 39件増加しました。 

表 3 

相談方法 件 数 構成比（％） 

電 話 815 84.7 

来 訪 147 15.3 

文 書 0 0.0 

計 962 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 相談方法割合（全体） 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

電 話

84.7％

来 訪

15.3％

文 書

0.0%

電 話 来 訪 文 書
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★町別相談窓口利用状況内訳 

 

 
 志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他 計 

電 話 252 143 120 163 113 24 815 

来 所 66 27 22 23 6 3 147 

文 書 0 0 0 0 0 0 0 

計 318 170 142 186 119 27 962 
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志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他

電 話 来 所 文 書 計

図 4 町別相談窓口利用状況内訳 

（※ 相談者で集計） 
表 4 

（※その他・・・5 町以外からの相談） 
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  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

志免町 33 35 30 20 27 20 21 32 16 39 16 29 318 

宇美町 18 13 15 12 13 21 11 8 5 20 13 21 170 

須恵町 8 7 14 11 13 15 22 3 13 8 14 14 142 

粕屋町 22 17 14 20 9 18 19 16 10 9 13 19 186 

篠栗町 18 3 9 9 10 13 15 10 9 7 6 10 119 

その他・不明 1 2 5 2 1 5 5 2 1 0 3 0 27 

計 100 77 87 74 73 92 93 71 54 83 65 93 962 
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月別・町別相談件数割合

志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他・

不明

計

（※ その他・・・5 町以外からの相談） 

図 5 月別・町別相談件数割合 

表 5 月別・町別相談件数 

（※その他・・・5 町以外からの相談） 



11 

 

２．契約当事者の属性等 

（１） 契約当事者年代別の件数と割合 

40歳代から 60歳代が 386件と全体の 40.0％を占め、20歳未満・60歳代・70歳代・

80歳代で増加傾向がみられました。件数では 40歳代が一番多く、次に 70歳代、60歳

代・50歳代の順となっています。 

 

 

  

 

 

 

 

4.7 

3.6 

4.4 

8.7 

10.5 

11.5 

10.2 

14.1 

11.8 

15.0 

16.6 

15.9 

12.1 

14.1 

12.6 

13.0 

12.2 

13.1 

15.0 

14.4 

13.6 

10.8 

8.0 

9.4 

10.5 

6.5 

7.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和3年度

令和2年度

令和元年度

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 無回答

  令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

20歳未満 47 4.4  38 3.6  45 4.7  

20歳代 122 11.5  112 10.5  84 8.7  

30歳代 125 11.8  150 14.1  98 10.2  

40歳代 169 15.9  177 16.6  145 15.0  

50歳代 133 12.6  150 14.1  116 12.1  

60歳代 139 13.1  130 12.2  125 13.0  

70歳代 144 13.6  154 14.4  144 15.0  

80歳以上 100 9.4  86 8.0  104 10.8  

無回答 81 7.7  69 6.5  101 10.5  

計 1,060 100.0  1,066 100.0  962 100.0  

図 6 契約当事者年代別の割合 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

表６ 
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★ 町別契約当事者年代別内訳 

 

  志免町 宇美町 須惠町 粕屋町 篠栗町 その他 計 

20歳未満 9 10 9 9 4 4 45 

20歳代 19 19 13 16 15 2 84 

30歳代 21 19 10 27 20 1 98 

40歳代 42 19 33 36 12 3 145 

50歳代 46 20 17 23 8 2 116 

60歳代 49 23 18 17 17 1 125 

70歳代 52 31 16 23 18 4 144 

80歳以上 42 25 10 9 12 6 104 

無回答 20 7 9 19 10 36 101 

計 300 173 135 179 116 59 962 

（※ その他・・・5 町以外からの相談） 

 

（2） 契約当事者の性別等  

 契約当事者の性別の割合は、女性による契約が 485件（50.4％）、男性による契約が

424件（44.1％）となりました。 

 

 

性 別 件 数 構成比（％） 

男 性 424 44.1  

女 性 485 50.4  

団体等 26 2.7  

不明・無回答 27 2.8  

計 962 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

図 8 契約当事者の性別割合 

 

 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

表 7 

表 8 

男性

44.1％

女性

50.4％

団体等

2.7％

不明・無回

答

2.8％

男 性 女 性 団体等 不明・無回答
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★ 町別契約当事者の性別内訳 

 

 
 志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他 計 

男性 137 79 57 83 48 20 424 

女性 152 93 74 88 61 17 485 

団体等 9 1 3 7 3 3 26 

無回答 2 0 1 1 4 19 27 

計 300 173 135 179 116 59 962 
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男性 女性 団体等 無回答 計

表 9 

図 9 町別契約当事者の性別件数 

（※その他・・・5 町以外からの相談） 
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（３） 契約当事者の職業別 

相談者の申し出に従い、年金生活者の場合は「無職」「家事従事者」、アルバイトや

パートなど何らかの形で働いている場合は「給与生活者」に分類しています。「給与生

活者」が 423件（44.0％）と最も多く、続いて「無職」288件（29.9％）、「家事従事

者」105件（10.9％）の順になっています。「学生」48件の内訳は小学生 8件、中学生

18件、高校生 8件、大学・専門学校生等が 14件でした。 

 

 

職業別 件 数 構成比（％） 

給与生活者 423 44.0% 

自営・自由 27 2.8% 

家事従事者 105 10.9% 

学生 48 5.0% 

無職 288 29.9% 

相談窓口 0 0.0% 

行政 2 0.2% 

消費者団体 0 0.0% 

企業・団体 24 2.5% 

不明・無関係 45 4.7% 

計 962 100.0% 

 

 

給与生活

者44.0%

自営・自由

2.8%

家事従事者

10.9%

学生

5.0%

無職

29.9%

相談窓口

0.0%

行政

0.2%

消費者団体

0.0%

企業・団体

2.5%
不明・無関係

4.7%

表 10 

図 10 契約当事者の職業別割合 
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３．相談者の属性等 

（１） 相談者年代別 

相談者年代別では 40歳代が 190件（19.8％）と最も多く、続いて 50歳代 146件

（15.2％）、70歳代 143件（14.9％）の順になっています。 

 

  
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 

20歳未満 11 1.0  7 0.7  9 0.9  

20歳代 89 8.5  92 8.6  68 7.1  

30歳代 134 12.6  153 14.4  97 10.0  

40歳代 194 18.3  205 19.2  190 19.8  

50歳代 161 15.2  189 17.7  146 15.2  

60歳代 162 15.3  151 14.2  137 14.2  

70歳代 152 14.3  152 14.3  143 14.9  

80歳以上 71 6.7  59 5.5  82 8.5  

無回答 86 8.1  58 5.4  90 9.4  

計 1,060 100.0  1,066 100.0  962 100.0  
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8.6 

8.5

10.0 
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令和3年度

令和2年度

令和元年度

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 無回答

表 11 

図 11 相談者年代別の割合 

 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 
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（２） 相談者性別 

女性からの相談が 538件（55.9％）、男性からの相談が 376件（39.1％）となりまし

た。女性からの相談のうち 27.9％にあたる 150件は家族など契約者が本人以外の相談

でした。 

 

 

性 別 件 数 構成比（％） 

男 性 376 39.1% 

女 性 538 55.9% 

団体等 48 5.0% 

不明・無回答 0 0.0% 

計 962 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性

39.1%

女性

55.9%

団体等

5.0%

不明・無回答

0.0%

表 12 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

図 12 相談者性別割合 
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（３） 相談者職業別 

「給与生活者」が 456件（47.4％）と最も多く、続いて「無職」255件（26.5％）、

「家事従事者」139件（14.4％）の順になっています。「企業・団体」29件は、事業者

からの相談でした。 

 

 

職業別 件 数 構成比（％） 

給与生活者 456 47.4% 

自営・自由 34 3.5% 

家事従事者 139 14.4% 

学生 10 1.0% 

無職 255 26.5% 

相談窓口 1 0.1% 

行政 18 1.9% 

消費者団体 0 0.0% 

企業・団体 29 3.0% 

不明・無回答 20 2.2% 

計 962 100.0% 

 

 

 
 

給与生活者

47.4%

自営・自由

3.5%

家事従事者

14.4%

学生

1.0%

無職

26.5%
相談窓口

0.1%

行政

1.9%

消費者団体

0.0%
企業・団体

3.0%
不明・無関係

2.2

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

表 13 

図 13 相談者職業別割合 
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４．商品・役務別状況（相談にかかわる商品・役務） 

（１） 相談にかかわる商品・役務 

相談内容が、「商品」か「役務（サービス）」か、消費者問題以外の「他の相談」か

についての大きな区分です。「役務（サービス）」が 471件（49.0％）に上り、「商品」

よりも上回りました。「他の相談」では、相隣関係や労働に関する相談が目立ちまし

た。 

 

 

区 分 件 数 構成比（％） 

商 品 448 46.5% 

役 務 471 49.0% 

他の相談 43 4.5% 

計 962 100.0% 

 

 

 

 

 

 

商品

46.5

役務

49.0%

他の相談

4.5

図 14 商品・役務別割合 

表 14 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 
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（２） 商品・役務別相談件数（大分類） 

全相談の中で「教養娯楽品」が 88件と最も多く、「商品」小計 448件（19.6％）に上

りました。主に「新聞」や「スマートフォン」の契約に関する相談でした。次に多か

った「教養・娯楽サービス」は、「役務」小計 471件中 82件（17.4％）に上りまし

た。主に「オンラインゲーム」や「アダルトサイト」の請求に関する相談でした。続

いて多かった「金融・保険サービス」81件は主に消費者金融などからの借り入れに関

する相談でした。 

 

 

※これまで相談件数が上位だった「デジタルコンテンツ」という項目が、令和 3年度の

項目見直しにより廃止となり、相談内容に応じて細分化されました。 

 

 

 

 

商 品 件 数 役 務 件 数 

A.商品一般 78  K.クリーニング 0  

B.食料品 74  L.レンタル･リース･貸借 42  

C.住居品 34  M.工事･建築･加工 43  

D.光熱水品 14  N.修理･補修 16  

E.被服品 47  O.管理･保管 0  

F.保健衛生品 67  P.役務一般 3  

G.教養娯楽品 88  Q.金融･保険サービス 81  

H.車両･乗り物 28  R.運輸･通信サービス 68  

I.土地･建物･設備 18  S.教育サービス 1  

J.他の商品 0  T.教養･娯楽サービス 82  

商品 小計 448  U.保健･福祉サービス 55  

    V.他の役務 47  

Z.他の相談 43 W.内職･副業･ねずみ講 19  

    X.他の行政サービス 14  

    役務 小計 471  

計 962  

表 15 
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（３） 相談の多かった商品・役務（上位５） 

 

★ 町別相談の多かった商品・役務（上位５） 

志免町 順 位 商品・役務等 件数 粕屋町 
順 

位 
商品・役務等 件数 

 1 商品一般 34  1 化粧品 12 

 2 他の保険・福祉 18  2 レンタル・リース・貸借 12 

 3 健康食品 16  3 商品一般 11 

 4 融資サービス 14  4 インターネット通信サービス 10 

 5 レンタル・リース・貸借 13  5 工事・建築・加工 8 

        

宇美町 順 位 商品・役務等 件数 篠栗町 
順 

位 
商品・役務等 件数 

 1 工事・建築・加工 10  1 健康食品 10 

 1 他の教養・娯楽 10  2 商品一般  8 

 3 商品一般 9  2 役務その他 8 

 3 レンタル・リース・賃借 9  4 化粧品 7 

 5 健康食品 8  5 自動車 5 

        

須惠町 順 位 商品・役務等 件数     

 1 商品一般 13     

 2 化粧品 10     

 3 工事・建築・加工 6     

 3 融資サービス 6     

 3 移動通信サービス 6     

順 位 商品・役務等 主な相談内容 件 数 

1 商品一般 
内容が特定できないような架空請求や、注文した覚えのない商品

が届いたが開封していないなど、役務や商品が特定できない相談 78 

2 化粧品 
SNSやネット広告で安価に注文したが定期購入だったなどインター

ネット通販による契約に関する相談 47 

3 健康食品 
SNSやネット広告で安価に注文したが定期購入だったなどインター

ネット通販による契約に関する相談 
46 

4 工事・建築・加工 新築住宅やリフォーム契約、屋根や外壁の塗装工事など 43 

5 レンタル・リース・貸借 賃貸アパートの契約や修理費、敷金に関するトラブルなど 42 

表 16 
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５．相談内容別の傾向    

（１） 内容別分類（複数回答項目） 

解約したいなどの「契約・解約」に関する相談が最も多く、次いでセールストーク

や販売手口に問題のある「販売方法」に関する相談が多くありました。次に多かった

のが、商品の価格や利用料などその「価格・料金」そのものに関する相談でした。 

 

    

 

内容別分類 件数 

安全・衛生 36 

品質・機能 107 

法規・基準 54 

価格・料金 225 

計量・量目 0 

表示・広告 180 

販売方法 453 

契約・解約 718 

接客対応 142 

包装・容器 2 

施設・設備 1 

買物相談 2 

生活知識 1 

その他・無回答 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 内容別分類件数 
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６．契約購入金額及び既支払金額 

 

契約購入金額は総額約 2億 5,981万円となり、前年度の約 4億 425万円から約 1億

5,000万円減少しました。昨年度は 3,000万円を超える住宅購入に関する相談が複数

件あったためです。センターへの相談前に何らかの支払いをしていた既支払金額の総

額は約 1億 4,178万円で、平均金額は約 30.3万円でした。 

 

 

  金額 件数 構成比（％） 

契
約
購
入
金
額 

～1000円未満 27 2.8% 

～1万円未満 109 11.3% 

～5万円未満 149 15.5% 

～10万円未満 46 4.8% 

～50万円未満 111 11.5% 

～100万円未満 38 4.0% 

～500万円未満 53 5.5% 

1億円未満 7 0.7% 

1億円以上 0 0.0% 

その他・不明 422 43.9% 

総件数 962 100.0% 

総合計金額 259,819,620    

平均金額 481,147  259,819,620÷（962-422） 

既
支
払
金
額 

件数 467   

総合計金額 141,786,473    

平均金額 303,611  141,786,473÷467 

表 18  
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表 19 
（単位：円） 

７．契約購入金額と救済金額 

 

センターが行うあっせんや自主交渉の助言、クーリング・オフの助言などにより救

済された金額は約 3,275万円でした。 

 

 

契約購入金額 救済金額 

259,819,620 32,750,410 

 

※契約購入金額には、契約前の買い物相談や多重債務相談の借入れ金額も含まれてい

ます。 

 

８．処理結果 

（１） 処理結果 

センターのあっせんの結果、何らかの解決がみられた「あっせん解決」は 202件で

した。あっせんにもかかわらず解決に至らなかった「あっせん不調」9件と、事業者

や相談者と連絡が取れなくなった等の「処理不能」14件を加えると、あっせんを行っ

た件数は 225件であっせん率は 28.6％となりました。 

あっせんに要した日数は平均約 7日で、中には 180日近くを要したケースもありま

した。「あっせん不調」の処理に要した日数は平均約 14.6日でした。 

※ あっせん率の計算方法 

    225件（あっせん解決 202件＋あっせん不調 9件＋処理不能 14件） 

    788件（助言・自主交渉 586件＋あっせん解決 202件） 

 

処理結果 センターでの対応  件数 

他機関紹介 業務外の労働相談などで他機関を紹介 35 

助言（自主交渉） クーリング・オフ方法の教示や自主交渉の仕方の助言 586 

その他情報提供 業務範囲内の相談で助言や情報を提供 92 

斡旋解決 あっせんの結果、解決が見られたもの 202 

斡旋不調 斡旋したにも関わらず解決を見なかったもの 9 

処理不能 相談者や業者と連絡が取れなくなったなど 14 

処理不要 情報提供のみで相談者が処理を希望しなかったなど 24 

計   962 

表 20  
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１．志免町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 

○志免町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 

平成 28年 3月 23日 

志免町条例第 5号 

(趣旨) 

第 1条 この条例は、消費者安全法(平成 21年法律第 50号。以下「法」という。)第 10

条の 2第 1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理

に関する事項について定めるものとする。 

 

(名称及び住所等の公示) 

第 2条 町長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示

しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

(1) 消費生活センターの名称及び住所 

(2) 法第 8条第 2項第 1号及び第 2号の事務を行う日及び時間 

 

(消費生活センター長及び職員) 

第 3条 消費生活センターには、センター長及び事務を行うために必要な職員を置くもの

とする。 

 

(試験に合格した消費生活相談員の配置) 

第 4条 消費生活センターには、法第 10条の 3第 1項に規定する消費生活相談員資格試

験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成 26

年法律第 71号。以下「改正法」という。)附則第 3条の規定により合格した者とみなさ

れた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。 

 

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保) 

第 5条 町長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得して

いることに十分配慮し、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。 

 

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修) 

第 6条 町長は、消費生活センターにおいて法第 8条第 2項各号に掲げる事務に従事する

職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。 

 

(情報の安全管理) 

http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#l000000000
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第 7条 町長は、法第 8条第 2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、

滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものと

する。 

 

(委任) 

第 8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行前に、改正法第 2条の規定による改正前の法第 10条第 3項の規定によ

り公示した事項については、第 2条の規定による公示があったものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#e000000017
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２．かすや中南部広域消費生活センターの設置及び運営に関する規則 

 

○かすや中南部広域消費生活センターの設置及び運営に関する規則 

平成 27年 2月 16日 

志免町規則第 6号 

                         

(趣旨) 

第 1条 この規則は、志免町、宇美町、須恵町、粕屋町及び篠栗町の町民の消費生活に関

する相談及び苦情を適正かつ効率的に処理し、消費生活の安定及び向上を図るため、か

すや中南部広域消費生活センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関して

必要な事項を定めるものとする。 

 

(名称及び位置) 

第 2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 かすや中南部広域消費生活センター 

位置 志免町志免中央一丁目 10番 10号 

 

(業務) 

第 3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。 

(2) 消費生活に係る知識の普及及び情報の提供に関すること。 

(3) その他消費生活の安定及び向上に関すること。 

 

(開設日及び開設時間) 

第 4条 センターの開設日、開設時間及び相談時間は、次のとおりとする。ただし、志免

町の休日を定める条例(平成元年志免町条例第 12号)第 1条第 1項に規定する休日を除

くものとする。 

(1) 開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。 

(2) 開設時間は、午前 9時 00分から午後 5時までとする。 

(3) 消費生活相談の相談時間は、午前 10時から午後 3時 30分までとする。 

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認めるときは、開設日及び開

設時間を変更することができる。 

   一部改正〔令和 2年規則 2号〕 

 

(その他) 

第 5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

  一部改正〔令和 2年規則 2号〕 

附 則 

この規則は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

  附 則（平成 30年 3月 28日規則第 7号） 

この規則は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

  附 則（令和 2年 1月 10日規則第 2号） 

この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#e000000029
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000011.html?id=j1_k1
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000011.html?id=j1_k1
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#e000000042
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
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３．平成 28年版消費者白書 ≪地方公共団体の様々な取組≫ 
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